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○
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 
※
条
文
は
測
量
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文
（
令
和
七
年
四
月
一
日
施
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
参
考
人
に
支
給
す
る
費
用
） 

（
参
考
人
に
支
給
す
る
費
用
） 

第
十
二
条　

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
参
考
人
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

第
十
二
条　

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
参
考
人
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
旅
費
及
び
手
当
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿

る
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
と
し
、
そ
の
支

泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
と
し
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

給
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費

法
律
第
百
十
四
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
規
定
の
例
に
よ

り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２　

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
参
考
人
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
当

は
、
一
日
に
つ
き
千
七
百
円
と
す
る
。
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
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案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
紛
争
処
理
の
手
続
に
要
す
る
費
用
）

（
紛
争
処
理
の
手
続
に
要
す
る
費
用
）

第
二
十
五
条　

紛
争
処
理
の
手
続
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
紛
争
処
理
の
手
続
に

第
二
十
五
条　

紛
争
処
理
の
手
続
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
紛
争
処
理
の
手
続
に

つ
い
て
審
査
会
が
必
要
と
す
る
費
用
の
算
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

つ
い
て
審
査
会
が
必
要
と
す
る
費
用
の
算
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一　

委
員
、
特
別
委
員
及
び
指
定
職
員
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の

一　

委
員
、
特
別
委
員
及
び
指
定
職
員
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃

他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
は
、
中
央
審
査
会

、
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
は
、
中
央
審
査
会
に
あ
つ
て
は
国
家
公
務

に
あ
つ
て
は
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
定

律
第
百
十
四
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
（
以
下
「
都
道

令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
都
道
府
県
建
設
工

府
県
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め

事
紛
争
審
査
会
（
以
下
「
都
道
府
県
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二
～
六　

（
略
）

二
～
六　

（
略
）

 
 

（
参
考
人
に
支
給
す
る
費
用
）

（
参
考
人
に
支
給
す
る
費
用
）

第
五
十
三
条　

法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
旅
費
、
日
当
そ
の
他
の
費
用
は
、

第
五
十
三
条　

法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
旅
費
、
日
当
そ
の
他
の
費
用
は
、

国
土
交
通
大
臣
に
意
見
を
求
め
ら
れ
て
出
頭
し
た
参
考
人
に
係
る
も
の
に
あ

国
土
交
通
大
臣
に
意
見
を
求
め
ら
れ
て
出
頭
し
た
参
考
人
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
都
道

つ
て
は
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

府
県
知
事
に
意
見
を
求
め
ら
れ
て
出
頭
し
た
参
考
人
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

都
道
府
県
知
事
に
意
見
を
求
め
ら
れ
て
出
頭
し
た
参
考
人
に
係
る
も
の
に
あ

は
当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
す
る
も
の
と
す

つ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
。
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